
□ 市役所等から介護保険料などの還付金があると言われた

□ 還付金の受取りが本日までと言われた

□ 金融機関やＡＴＭに行くように指示された

□ スーパーやコンビニエンスストアなどの商業施設にあるＡＴＭ

に行くように指示された

□ ＡＴＭの操作は、携帯電話で指示すると言われた

□ ＡＴＭの振り込みボタンを押すように言われた

ひとつでも当てはまる方は、

すぐに警察に連絡してください。

ＡＴＭで

電話しては 詐欺！!

ＡＴＭに着いたら電話してと言われた方々へ

「○市役所です。介護保険の還付金があります。」

「ＡＴＭを操作して還付金を受け取れます。」

「近くのコンビニなどのＡＴＭに行ってください。」

「ＡＴＭに着いたら携帯電話で電話をかけて。」

「ＡＴＭの操作方法は電話で話しながら教える。」

「還付金」

と「ＡＴＭ」

これは 詐欺！

鹿児島県警察


